
 

令和５年度和歌山市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対する 

サービス継続支援事業  概要 

 

Ⅰ．事業の目的 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている障害福祉サービス事業所等が障害福祉サービス 

を継続して提供するために必要な割増経費の一部を補助することにより、障害福祉サービス制度の円 

滑な運営を図る。 

 

Ⅱ．補助対象事業 

（１）障害福祉サービス事業所等におけるサービス継続支援事業 

（２）障害福祉サービス事業所等との連携支援事業 

 

Ⅲ．補助対象者 

 市内に事業所を有し、市税を滞納していないこと、申請者又は役員が欠格事由に該当しない者のう 

ち、次のいずれかに該当するものとする。 

 （１）令和５年４月１日以後に、次のいずれかに該当する事業所又は施設が、新型コロナウイルス感染

症拡大防止に取り組みつつ、サービスを継続するために行った事業 

ア 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉サービス事業所等（感染者

と接触があった者（感染者と同居している場合に限る。次号において同じ。）が職員に発生し、職

員が不足した場合を含む。） 

イ 感染者と接触があった者に対応した指定短期入所事業所、入所・居住系施設等又は訪問系サービ

ス事業所 

ウ ア及びイ以外の事業所又は施設であって、感染の疑いのある利用者又は職員に対し、新型コロナ

ウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業（令和４年度第

二次補正予算分）の実施について（令和５年５月８日付け障発０５０８第４号厚生労働省社会・援

護局障害保健福祉部長通知）（以下「国実施要綱」という。）の別添２に定める要件（※１）に基づ

き、自費で検査を実施した指定障害者支援施設又は指定共同生活援助事業所 

エ ア以外の事業所又は施設であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利

用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した通所系サービス事業所。ただし、

通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であって感染を未然に防ぐために代

替措置を取った場合（近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地

域である場合（感染者が一定数継続して発生している状況等）に限る。）に限る。 

（２）令和５年４月１日以後に、次のいずれかに該当する事業所又は施設が、感染者が発生した事業所又

は施設の利用者に対し必要なサービスを確保するために行った事業 

ア 前号アに該当する事業所又は施設に対し、協力する障害福祉サービス事業所等 

イ 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス事業所等に対し、

協力する障害福祉サービス事業所等 

（※１）対象者及び要件 

 ・ 感染者と同居する職員  

・ 面会後、面会に来た家族等が感染者であることが判明した入所（居）者 など、感染が疑われる理 

由がある者で、以下の①及び②の要件に該当する場合。 

① 近隣自治体や近隣施設等で感染者が発生している、又は感染拡大地域に所在 する障害者支援施 

設等 

② 保健所、受診・相談センター又は地域の医療機関に行政検査としての検査を依頼したが対象に   

ならないと判断された場合に、障害者支援施設等の判断で 実施した自費検査  



 

Ⅳ．補助対象経費 

〇 Ⅲの（１）ア及びイに該当する施設・事業所等の場合 

 ・緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿 

泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件に該当する自費検査費用（指定障害者支援施設又 

は指定共同生活援助事業所に限る） 

 ・施設・事業所の消毒・清掃費用 

 ・感染症廃棄物の処理費用 

 ・感染者又は感染者と接触があった者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費 

  用 

〇 Ⅲの（１）ウに該当する障害者支援施設又は共同生活援助事業所の場合 

 ・一定の要件に該当する自費検査費用 

〇 Ⅲの（１）エに該当する施設・事業所等の場合 

 （以下の費用は、代替サービス提供期間の分に限る） 

 ・代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠 

償保険の加入費用 

  ・代替場所の確保費用（使用料） 

  ・居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金 

  ・代替場所や利用者宅への旅費 

  ・利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車の

リース費用 

  ・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用（通信費用は除く） 

〇 Ⅲの（２）に該当する施設・事業所等の場合 

 ・追加で必要な人員確保のための緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費・ 

宿泊費、損害賠償保険の加入費用 

 

 Ⅴ．補助金額 

 施設・事業所ごとに、別表に定める基準単価と対象経費の実支出（見込）額とを比較して少ない方   

の額を補助金額とする。（1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。） 

 

 Ⅵ．提出書類（原則として、申請日までに補助対象事業が完了した上で申請すること） 

  １．令和５年度和歌山市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサー

ビス継続支援事業補助金申請書（別記様式第１号） 

  ２．事業計画書（別記様式第２号）※２ 

  ３．収支予算書（別記様式第３号）又は、収支決算書（別記様式第４号）※３ 

  ４．補助対象経費の支出を証明するものの写し（領収書等） 

  ５．役員名簿 

  ６．口座振替申出書（別紙記入例あり） 

  ７．実績報告書 ※４ 

  ※２ 申請日までに補助対象事業が完了している場合は省略。 

  ※３ 申請日までに補助対象事業が完了していない場合は収支予算書、完了している場合は 

収支決算書を提出すること。 

  ※４ 申請時点で支払額が確定しておらず、実施見込みで申請する場合は、事業完了後に実績報告

書を提出していただく必要があります。 

 

Ⅶ．提出方法 

 和歌山市障害者支援課に郵送または持参 

 また、メールにて電子データの提出もお願いします。 

 E－mail ： shogaishashien@city.wakayama.lg.jp 

 

【申 請 締 切】  令和６年２月２８日（水）【必着】 

mailto:shogaishashien@city.wakayama.lg.jp

